
「第４４回和歌山県小学校人権の花運動」実施要領 

 

１ 主 催 

和歌山県人権啓発活動ネットワーク協議会 

構成員 和歌山地方法務局 

和歌山県人権擁護委員連合会 

和歌山県 

和歌山県内全市町村 

公益財団法人和歌山県人権啓発センター 

 

２ 後 援 

和歌山県教育委員会 

株式会社テレビ和歌山 

株式会社和歌山放送 

ＮＨＫ和歌山放送局 

 

３ 趣 旨 

児童が協力し合い、チューリップを「人権の花」として育てることを通じ

て、協力・感謝することの大切さ及び同じ花でも色・形・生育の早さといっ

た違いがあることを生きた教育として学び、生命の尊さを実感する中で、児

童の人権尊重思想を育むとともに、情操をより豊かなものにすることを目的

とする。 

 

４ 対 象 

和歌山県内の小学校に在学する児童（外国人学校に在学する者で小学生に

準ずる児童を含む。）、義務教育学校の前期課程に在学する児童及び特別支

援学校の小学部に在学する児童（以下「児童」という。）。 

 

５ 実施方法 

(1) 人権擁護委員は、必要に応じて各市町村の協力を得て、チューリップの

球根及びプランターを県内の全小学校（分校及び外国人学校を含む。)、義

務教育学校及び特別支援学校（以下「学校」という。）に配布する。 

(2) 学校に配布したチューリップの球根は、プランター又は既設花壇などを

利用して児童に育成してもらう。 



(3) 人権擁護委員は、学校に対し、本運動の効果がより上がるように、｢人権

の花コーナー」を設けたり、人権に関する標語を掲げたりするなどの工夫

を凝らして取り組んでもらえるよう依頼する。 

(4) 人権擁護委員及び各市町村は、それぞれの実情に応じ、学校の理解・協

力を得た上で、本運動に係る学校内での取組を支援する。 

(5) 人権擁護委員及び各市町村は、それぞれの実情に応じ、学校及び社会福

祉施設等の理解・協力を得た上で、児童と共に、児童が育てた「人権の花」

等を社会福祉施設等へ寄贈するなどの啓発活動を行う。 

(6) 各市町村は、その実情に応じ、本運動について広報誌に掲載するなどし

て、地域住民に本運動を広く周知する。 

 

６ 写真コンテストの実施 

本運動の成果を実りあるものとするため、育成した「人権の花」等と参加

児童を撮影した写真コンテストを次のとおり実施するものとする。 

(1) 応募方法 

学校は、育成した「人権の花」等と参加児童を撮影した写真１枚（jpeg、

png、tiff 等の画像データ形式）及び花の育成を通じて児童が感じたこと

のメッセージ（４００字詰め原稿用紙１枚程度の児童の感想文又は児童数

名の一言コメントやイラスト等）に、別紙応募票を添えて、応募作品とし

て(3)の提出先に郵送、持参又はメールにより提出するものとする。 

なお、写真を郵送又は持参により提出する場合は、ＣＤ－Ｒ等の電磁的

記録媒体に当該写真データを格納して提出するものとする。 

(2) 締 切 日 

令和８年６月３０日（火） 

(3) 提 出 先 

学校の所在地を管轄する和歌山地方法務局人権擁護課又は各支局（以下

「法務局」という。）宛てに提出するものとする。 

なお、メールにより提出する場合は、メールを受信した法務局は、受信

した日から２日以内（土・日・祝日を除く。）にその旨をメール又は電話

により学校宛て連絡する（法務局からメールを受信した旨の連絡がない場

合、メールの送受信が正常に行われていない可能性があるので、学校は法

務局に対して、応募作品をメールにより提出した旨を電話連絡し、確認を

求める。）。 

ア 〒６４０－８５５２ 和歌山市二番丁３番地 



和歌山地方法務局人権擁護課 ℡（０７３）４２２－５１６４ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jinken_wakayama@moj.go.jp 

(ｼﾞｪｰ/ｱｲ/ｴﾇ/ｹｰ/ｲｰ/ｴﾇ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ/ｴｰ/ｹｰ/ｴｰ/ﾜｲ/ｴｰ/ｴﾑ/ｴｰ/ｱｯ

ﾄﾏｰｸ/ｴﾑ/ｵｰ/ｼﾞｪｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｰ/ｵｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｪｰ/ﾋﾟｰ） 

(管轄市町：和歌山市、海南市、紀美野町、紀の川市、岩出市、有田市、 

湯浅町、広川町、有田川町) 

イ 〒６４８－００７２ 橋本市東家５丁目２番２号 

和歌山地方法務局橋本支局 ℡（０７３６）３２－０２０６ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu_hashimoto_wakayama@moj.go.jp 

（ｴｽ/ｵｰ/ﾕｰ/ｴﾑ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ｴｲﾁ/ｴｰ/ｴｽ/ｴｲﾁ/ｱｲ/ｴﾑ/ｵｰ/ﾃｨｰ/ｵｰ/ｱﾝﾀﾞｰ

ﾊﾞｰ/ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ/ｴｰ/ｹｰ/ｴｰ/ﾜｲ/ｴｰ/ｴﾑ/ｴｰ/ｱｯﾄﾏｰｸ/ｴﾑ/ｵｰ/ｼﾞｪｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｰ/ｵ

ｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｪｰ/ﾋﾟｰ） 

(管轄市町：橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町) 

ウ 〒６４６－００２３ 田辺市文里一丁目１１番９号 

和歌山地方法務局田辺支局 ℡（０７３９）２２－０６９８ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu_tanabe_wakayama@moj.go.jp 

（ｴｽ/ｵｰ/ﾕｰ/ｴﾑ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ﾃｨｰ/ｴｰ/ｴﾇ/ｴｰ/ﾋﾞｰ/ｲｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ﾀﾞﾌﾞﾘｭ

ｰ/ｴｰ/ｹｰ/ｴｰ/ﾜｲ/ｴｰ/ｴﾑ/ｴｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ｱｯﾄﾏｰｸ/ｴﾑ/ｵｰ/ｼﾞｪｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｰ/ｵｰ

/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｪｰ/ﾋﾟｰ） 

(管轄市町：田辺市、白浜町、すさみ町、上富田町、みなべ町) 

エ 〒６４４－０００２ 御坊市薗３６９番地の６ 

和歌山地方法務局御坊支局 ℡（０７３８）２２－０３３５ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu_gobou_wakayama@moj.go.jp 

（ｴｽ/ｵｰ/ﾕｰ/ｴﾑ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ｼﾞｰ/ｵｰ/ﾋﾞｰ/ｵｰ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ/ｴ

ｰ/ｹｰ/ｴｰ/ﾜｲ/ｴｰ/ｴﾑ/ｴｰ/ｱｯﾄﾏｰｸ/ｴﾑ/ｵｰ/ｼﾞｪｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｰ/ｵｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｪｰ/

ﾋﾟｰ） 

(管轄市町：御坊市、美浜町、日高町、由良町、日高川町、印南町) 

オ 〒６４７－００４３ 新宮市緑ヶ丘三丁目２番６４号 

和歌山地方法務局新宮支局 ℡（０７３５）２２－２７５７ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu_shinguu_wakayama@moj.go.jp 

（ｴｽ/ｵｰ/ﾕｰ/ｴﾑ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ｴｽ/ｴｲﾁ/ｱｲ/ｴﾇ/ｼﾞｰ/ﾕｰ/ﾕｰ/ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ/ﾀﾞ

ﾌﾞﾘｭｰ/ｴｰ/ｹｰ/ｴｰ/ﾜｲ/ｴｰ/ｴﾑ/ｴｰ/ｱｯﾄﾏｰｸ/ｴﾑ/ｵｰ/ｼﾞｪｰ/ﾄﾞｯﾄ/ｼﾞｰ/ｵｰ/ﾄﾞｯﾄ

/ｼﾞｪｰ/ﾋﾟｰ） 

(管轄市町村：新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町) 



(4) 審  査 

応募作品については、主催者が指名した審査員によって厳正な審査を行

い、入賞作品を決定する。 

(5) 表  彰 

最優秀賞  １０校以内 

優 秀 賞  ４０校以内 

奨 励 賞  若干 

なお、表彰は、和歌山県人権啓発活動ネットワーク協議会を代表し、和

歌山地方法務局長及び和歌山県人権擁護委員連合会会長が行う。 

(6) 発  表（予定） 

令和８年９月中 

(7) そ の 他 

ア 応募作品の著作権については、主催者に帰属するものとし、応募作品

（ＣＤ－Ｒ等の電磁的記録媒体を含む。）については、返還しない。 

イ 応募作品については、一般に公表することを予定していることから

（人権作品集の発行、報道機関による広報、和歌山県人権啓発活動ネッ

トワーク協議会ホームページへの掲載、地方公共団体の広報誌への掲

載、パネル化した作品の展示等）、学校は、これについて了承の上、応

募するものとする。 

ウ 写真コンテストの審査及び表彰については、疫病の流行など、やむを

得ない事情により変更又は取りやめる場合がある。 


